
１００人委員会の参加を希望される方は、
障害福祉課までご連絡下さい。
（裏面に連絡先があります）
【応募要件】
・市内在住、在勤又は在学で20歳以上の方
・会議に出席できる方
（毎回でなくてもかまいません）
・尚、コミュニケーションにおける必要な配　
慮を行います。手話通訳、要約筆記、点字資
料などをご希望の方は、お申込の際にお伝え
下さい。

　　　１００人委員会通信
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  3月30日
　約125名の方が
　集まりました。

１００人委員会　今後の予定

回 日時 会場

第１回 3月30日（火）18～21時 与野本町コミュニティセンター

第２回 4月27日（火）18～21時 与野本町コミュニティセンター

第３回 5月  8日（土）14～17時 岩槻駅東口コミュニティセンター

第４回 5月25日（火）18～21時 与野本町コミュニティセンター　　

第５回 6月12日（土）14～17時 プラザイースト（予定）

第６回 6月29日（火）18～21時 浦和コミュニティセンター（予定）

第７回 7月10日（土）14～17時 プラザウエスト（予定）

第８回 7月27日（火）18～21時 与野本町コミュニティセンター

第９回 9月11日（土）14～17時 プラザノース（予定）

第10回 9月未定（火）18～21時 未定

2009年11月清水勇人さいたま市長の諮問を受け、ノーマラ
イゼーション条例づくりがはじまりました。この条例づくり
では、地域で暮らし、日常の生活を営むことが、すべての人
に、それぞれの人にふさわしく、当たり前に、実現できるこ
とを実感できるような地域社会をつくることを目指していま
す。
この条例を、市民による市民のための条例とするために、
「条例について話し合う１００人委員会」を開催し、議論を
進めていきます。

終了

１００人委員会では
随時、参加申し込みを
受け付けています。

　ノーマライゼーション条例づくり
 誰もが共に地域で暮らせるさいたま市を目指して

 

２０１０年3月２７日（火）市民による市民のための話し合いの場
『条例について話し合う１００人委員会』がスタートしました。
　第１回は、障害当事者・市民の参加者は９２名、書記を務めた職員１０名、傍聴約２５名と、大勢の皆さんが集い活発な議論を討
議する委員会となりました。当日は、障害種別を問わず１０名程度のグループに分かれ、（１）地域で体験した差別や悩ましい思い
をしたこと（２）この条例に望むこと　の２点を主な議題として、意見を出し合いました。
　（１）については、行政、制度、福祉サービス、医療、教育、就労、情報、生活、交通など多岐にわたって、それぞれの障害の立
場から地域で生じた事例や課題を共有しました。（２）の条例づくりについては、「ぜひ実践力のあるものに」「生活が豊かになっ
たと実感できるものにしていきたい。」といった意見が挙りました。この議論の過程を大事にしながら、みんなでよりよい地域づく
りを目指していくことを確認しあいました。
　当日アンケートでは、「異なる障害の方の話や、福祉関係者、保護者、一般の方など様々な立場での意見が聞けてよかった。」
「自分から発信でき、お互いの理解が深まった。」「もっとたくさんの市民に伝えていきたい」「理解を深めていきたい」という声
が挙げられました。こうした輪をより広く、多くの市民に広げ、実感の伴った条例をつくっていけるよう、参加された皆様からも輪
を広げていけるよう、ご協力をお願いいたします。



・法規審査
・庁内調整

2010年4月 誰もが共に地域で暮らせるさいたま市を目指す条例づくり 第 1 号

１００人委員会、条例検討専門委員会に関する情報、議事録については
さいたま市ホームページ　『ノーマライゼーション条例制定WEB』を
ぜひご覧ください。
「さいたま市ホームページ」→「福祉」→「障害のある方」
http://www.city.saitama.jp/www/contents/1260336773439/index.html

・障害者の生活実態についての発言
・生活の中で差別と感じた事例、
　抱える問題、福祉ニーズの発言
・条例に期待すること 

　本件に関するお問合せ窓口・参加申込受付  さいたま市 保健福祉局 福祉部 障害福祉課　企画係 

  【電話】０４８−８２９−１３０５　【FAX】０４８−８２９−１９８１   

  【メール】shogai-fukushi@city.saitama.lg.jp【住所】 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市役所　

条例づくりの流れ（案）

　１００人委員会

・障害者の現状把握と課題の分析
・条例制定にむけての基盤づくり
・条例の課題の設定
＊ヒアリングの実施 

　条例検討専門委員会

・条例のめざすべきものは何か
・障害、障害者の定義　
　この条例の対象は？
・合理的配慮とは？　
　どんなことが差別にあたるのか
・市の役割
・市民の役割　　　　　　　など

・条例の枠組みづくり
・条例の軸となる規定の検討
・個別的な政策課題と対応方針の決定

＊ヒアリングの実施

・具体的な制度はどのようにあるべきか
・相談窓口体制のありかたをどうするか
・条例をどのように市全体に広め、
　市民に定着させていくのか　　など 

・条例の実施体制の検討
・条例推進体制の検討

第１期 

第２期

第3期

　障害者施策推進協議会

報告

・市長に答申

～市民による市民のための条例づくり～　１００人委員会を中心として条例づくりを行っていきます。
　１００人委員会では、地域の実態をもとに、条例について考えていきます。
　条例検討専門委員会は市民の皆様の声を受けて、条例を形にしていきます。

話し合いテーマ、内容は、
　１００人委員会の話し合いの進み具合
　によって変わることがあります。
　市民の皆さんみんなで条例をつくっていき
ましょう！

誰もが共に地域で暮らせる
さいたま市を目指して
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